
 

■地域主体の生活交通確保支援補助金制度の施行について 
 

 

 「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例（平成22年12月28日施行）」

に基づく施策を定め、市民、市民団体、公共交通事業者と共働して、生活交通の確保に取り組む。 
 
◆ 課題 

人口減少や高齢化の進展、ライフスタイルの変化などにより、地域の公共交通を取り巻く環境は厳し

い状況にある。市内においてもバス路線の休廃止が相次ぎ、通勤・通学・通院・買い物などの日常生活

に必要な生活交通の確保が課題となっている。 
 また、高度経済成長期に開発された住宅地では高齢化が顕著となり、丘陵地など、公共交通が不便な

地域における生活交通の確保が課題となっている。 
 
◆ 施策 

 現在、条例に基づき実施している１．バス路線の休廃止への対応に加えて、 
新たに２．公共交通が不便な地域への対応を行う。 

 
 
１．バス路線の休廃止への対応                      【継続施策】 

・バス路線の休廃止に伴い公共交通が空白となる地域における代替交通の確保 
 

     
バス路線の休廃止に伴う代替交通の確保の状況    

 
 
 
 
 
 

 
２．公共交通が不便な地域への対応                    【新規施策】 

・公共交通が不便な地域における地域が主体となった取り組みへの支援 
  

１）支援の対象地域 

 公共交通が不便な地域として、バス停・鉄道駅から一定の距離のある地域に加えて、一定の高低差の

ある地域についても支援の対象地域とする。 

 

支援の対象地域 基準 

公共交通空白地 

距離 

バス停・鉄道駅から概ね１ｋｍ以上離れた地域 

公共交通不便地 バス停から概ね５００ｍ、鉄道駅から概ね１ｋｍ以上離れた地域

公共交通不便地に準ずる地域 高低差 バス停・鉄道駅と概ね４０ｍ以上の高低差のある地域 

※ 「公共交通空白地」及び「公共交通不便地」の基準は、条例に定められているものである。 

※ バス路線の休廃止等に伴い、上記の地域となるおそれのある地域についても対象とする。 

 

２）支援の内容 

 地域の生活交通に関する課題の解決に向けた地域主体の取り組みについて、検討段階における運行内

容の検討や試行運行の実施に対して予算の範囲内で補助を行う。 
 

公共交通空白地・不便地・不便地に準ずる地域 

（これらの地域となるおそれのある地域を含む） 
 

地域における機運の高まり 

↓ 

協議会の立ち上げ 

↓ 
 

運行内容の検討 

↓ 

試行運行の実施 

↓ 

本格運行の実施 

↓ 

利用促進／定期的な検証・見直し
 

【運行内容の検討】 
 
○地域特性の把握 
○需要の推計 
○運行内容の検討（経路、ダイヤ、運賃、車両、経費 等） 
 

検討経費補助 

＜補助対象者＞ 市民団体 
 ＜補助金額 ＞・調査、検討その他市長が特に必要と認め

る活動に対して必要と認める額 
        ・年間５０万円を限度とする 
 ＜補助事業期間＞ ２年（年度）を限度 
 
 
【試行運行の実施】 
 
○本格運行に向けて必要に応じて実施 
○利用実態や採算性などの確認 
○本格運行に向けた運行内容の改善 
 

 試行運行経費補助 

＜補助対象者＞ 公共交通事業者 
 ＜補助金額 ＞・試行運行の実施に必要と認める経費と試

行運行の実施により得られた収入の差額 
        ・経費の２分の１と３００万円のいずれ

か少ない額を限度とする 
 ＜補助事業期間＞ ６ヶ月を限度 

 
 

３）広報 

市政だより等を通じて広く取組みの周知を図るとともに，地域からの相談や問合せ窓口、出前講座等

においてちらしを配布し、制度の説明を行う。 
 

路線 
運行区間 

（補助対象区間） 

代替交通

運行開始

今宿姪浜線 

今宿野外活動センター 
～ 姪浜駅北口 
（約 10km） 

H18.11~

板屋脇山線 
板屋ふるさと館前 

～ 脇山小学校前 
（約 12km） 

H20.4~ 

志賀島 

島内線 

勝馬 ～  
大岳・海浜公園西口 

（約 11km） 
H20.11~

脇山支線 

曲渕・椎原 ～  
早良営業所 

曲渕 ～ 椎原 
（約 17km） 

H22.4~ 

金武橋本線 
南金武～橋本駅・野方 

（約 5km） H23.4~ 
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※ 必要に応じて実施 
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